
（１）法令等の遵守
当グループは、個人情報を取り扱う際に、個人情報
保護に関係する諸法令、国が定める指針および本プラ
イバシーポリシーで定めた事項（以下「法令等」といい
ます。）を遵守いたします。

（２）個人情報の利用目的
当グループは、個人情報について、その利用目的を
特定し、利用目的の達成に必要な範囲を超えた取扱い
はいたしません。
当グループ各社の個人情報の利用目的は、各社の
Webサイト等に掲示する各社プライバシーポリシー
にて公表いたします。

（３）個人情報の取得
当グループは、適法かつ適正な手段により個人情報
を取得いたします。

（４）個人情報の安全管理措置
当グループは、取り扱う個人情報の漏えい、滅失ま
たはき損等を防止するため、適切な安全管理措置を講
じます。また、従業者や委託先等について適切に監督
いたします。

（５）個人情報の第三者への提供
当グループは、法令で定める場合を除き、あらかじ
めご本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者へ
提供することはいたしません。

日本郵政グループ（以下「当グループ」といいます。）は、お客さまに対して満足度の高いサービスを提供していく上
で個人情報の適切な保護と取扱いが重要なテーマであると認識し、個人情報保護に関する基本方針（以下「プライバ
シーポリシー」といい、以下で定めるプライバシーポリシーを「本プライバシーポリシー」といいます。）を定め、これ
を実行いたします。

また、当グループは、お客さまの個人情報を共同利
用させていただく場合には、法令で定める必要事項を
あらかじめご通知、または公表させていただいたうえ
で実施いたします。
なお、特定個人情報については、上記にかかわらず、
法令で定める場合を除き、第三者への提供および共同
利用を行いません。

（６）開示請求等の手続
当グループは、法令等で定める保有個人データに関
する利用目的の通知、開示、訂正または利用停止等の
ご請求があった場合には、誠実な対応に努めます。
なお、当グループ各社の手続きについては、各社の
Webサイト等に掲示いたします。

（７）お問い合わせ窓口
当グループは、前項のお客さまの保有個人データに
関するご請求ならびにその他の個人情報の取扱いに関
するご意見、ご要望およびお問い合わせなどについて
専用窓口にて承ります。

（８）継続的改善
当グループは、情報技術の発展や社会的要請の変化
などを踏まえて、個人情報保護のための管理体制およ
び取組について継続的に見直し、その改善に努めます。

1 日本郵政グループ・プライバシーポリシー

日本郵政グループは、日本郵政（株）を持株会社とし
て日本郵便（株）、（株）ゆうちょ銀行および（株）かんぽ
生命保険ならびにその他の子会社および関連会社（以
上を併せて、以下「グループ各社」といいます。）により
構成される企業グループです。
グループ各社がそれぞれの専門性を生かして質の高
いサービスをご提供させていただくことにより、お客

さまに、より一層ご満足を頂けますよう、努力してま
いりたいと考えております。
そのため、日本郵政グループでは、グループ各社
が直接または委託により行っている業務の遂行にあ
たって、下記の範囲内で必要な場合に限り、お客さま
の個人データを共同利用させていただきたいと存じ
ます。

2 日本郵政グループにおけるお客さまの個人データの共同利用について

資料編 7. 日本郵政グループ・プライバシーポリシー
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日本郵政グループは、以下の考え方に沿って調達活
動を実施します。

日本郵政グループの調達活動に関する考え方
（1）オープンで公平・適正な調達
・･幅広く門戸を開放し、お取引先さまに公平に参入
　の機会を提供します。
・･お取引先さまの選定は、品質、価格、納期、技術、
　経営状況などを総合的かつ適正に評価した上で決
　定します。

（2）法令・社会規範の遵守
・･関連するすべての法令や社会規範を遵守し、誠実
　な調達活動を実施します。
・･調達活動において、市民社会の秩序や安全に脅威
　を与える反社会的勢力との関係を遮断します。

（3）環境への配慮
・･地球及び地域の環境保全や資源の有効活用に配慮
　した調達活動を実施します。

（4）信頼関係の構築
・･お取引先さまとの良好なコミュニケーションにより、
　強い信頼関係を築き、共に発展することを目指し
　ます。
・･調達活動を通じて知り得たお取引先さまの情報を
　適切に管理します。

（5）･お取引先さまへのお願い･ ･
（国連グローバル・コンパクトの遵守）
・･当グループは、国連グローバル・コンパクトに定
　める4分野（人権、労働、環境、腐敗防止）10原則
　を支持し、CSR調達活動に取り組んでいます。お
　取引先さまにもご理解の上、積極的なご協力をお
　願いいたします。

なお、共同利用させていただくにあたっては、厳格
な情報管理につとめてまいりますので、何卒ご理解い
ただきますようお願い申し上げます。

（1）共同利用する個人データの項目
お名前、生年月日、ご住所、電話番号等のご連絡先、
ご家族、ご職業および個々のお取引に関する情報。た
だし、郵便物およびその配達に関する情報ならびにセ
ンシティブ情報を除く。

（2）共同利用者の範囲
日本郵政グループ各社。ただし、法令等に基づく日
本郵政（株）の連結決算及び持分法適用の対象会社で、
下記の会社に限ります。
･日本郵政（株）、日本郵便（株）、（株）ゆうちょ銀行、
（株）かんぽ生命保険

（3）利用目的
①･各種サービスに関するご案内、研究および開発の
ため
②･各種サービスのご提供に際しての判断のため
③･各種リスクの把握および管理など、グループとし
ての経営管理業務の適切な遂行のため

（4）個人データの管理について、責任を有する者の名称
日本郵政（株）

資料編 8. グループの調達活動に関する考え方
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日本郵政グループ（以下「当グループ」といいます。）
は、利益相反のおそれのある取引によりお客さまの利
益が不当に害されることのないよう、法令及び社内規
程等に基づき適正に業務を遂行いたします。

１　･当グループにおける利益相反の管理対象となる
会社の代表例は、以下のとおりです（以下これ
らの会社を総称して「グループ会社」といいま
す。）。

・　（株）ゆうちょ銀行
・　（株）かんぽ生命保険
・　日本郵便（株）

２　･当グループは、以下に定める取引を対象に利益
相反の管理を行います。

（1）･次に掲げる取引のうち、お客さまの利益が不
当に害されるおそれのある取引

・　･グループ会社が契約等に基づく関係を有する
お客さまと行う取引

・　･グループ会社が契約等に基づく関係を有する
お客さまと対立又は競合する相手と行う取
引

・　･グループ会社が契約等に基づく関係を有する
お客さまから得た情報を不当に利用して行
う取引

（2）･上記のほか利益相反によりお客さまの利益が
不当に害されるおそれのある取引

３　･当グループは、利益相反の管理対象取引につい
て、次に掲げる方法その他の方法を選択又は組
み合わせることにより管理します。

（1）･対象取引を行う部門とお客さまとの取引を行
う部門を分離する方法

（2）･対象取引又はお客さまとの取引の条件又は方
法を変更する方法

（3）対象取引又はお客さまとの取引を中止する方法
（4）･対象取引に伴い、お客さまの利益が不当に害

されるおそれがあることについて、お客さま
に適切に開示する方法

４　･当グループは、営業部門から独立した利益相反
管理統括部署を設置して、対象取引の特定及び
利益相反の管理を適切に行います。また、当グ
ループは、利益相反の管理について定められた
法令及び社内規程等を遵守するため、役員及び
職員に教育・研修等を行います。

５　･当グループは、利益相反の管理態勢について継
続的に見直し、その改善に努めます。

資料編 9. 日本郵政グループにおける利益相反管理方針

日本郵政グループは、反社会的勢力との関係を遮断し被害を防止するため、内部統制システムの構築に係る基本方針に
則り、以下のことを宣言します。

１ 組織としての対応
･ ･当グループは、その社会的責任を強く認識するとと
もに、コンプライアンス経営を徹底するため、組織
全体として反社会的勢力との関係を遮断するための
体制を整備する。

２ 取引を含めた一切の関係遮断
･ ･当グループは、反社会的勢力とは、取引関係を含め
て一切の関係を持たない。

３ 有事における民事と刑事の法的対応、裏取引の禁止
･ ･当グループは、反社会的勢力による不当要求を断固

として拒絶し、民事、刑事の両面から法的対応を行
う。不当要求が当グループの不祥事を理由とする場
合であっても、裏取引を絶対に行わない。

４ 外部専門機関との連携
･ ･当グループは、反社会的勢力による不当要求に備え
て、平素から外部専門機関と緊密な連携関係を構築し、
不当要求に対応する社員の安全を確保する。

５ 資金提供の禁止
･ ･当グループは、反社会的勢力への資金提供を絶対に
行わない。

資料編 10. 反社会的勢力との関係遮断に関する経営トップの宣言
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日本郵政グループの日本郵政（株）、日本郵便（株）、
（株）ゆうちょ銀行、（株）かんぽ生命保険が提供する各
種サービスは、多くのお客さまにご利用していただい
ております。わたしたちがお取り扱いさせていただい
ているお客さまに関する情報は、厳重な管理・対応が
要求され、また、ご利用していただくサービスは、安
全なものでなければならないものと考えています。

お客さまに安心してサービスをご利用していただく
ために、わたしたちは、情報セキュリティの重要性を
認識し、情報セキュリティに配慮した行動に努めます。
このためには、不正な侵入による情報の流出、紛失、
事故・災害によるサービスの中断などからお客さまの
大切な情報を守り、安全に管理するために、以下の事
項に取り組んでまいります。

１ ･わたしたちは、情報セキュリティを推進していくために、グループ各社が情報セキュリティ規程
を定め、それを遵守してまいります。

２ ･わたしたちは、継続的な情報セキュリティ教育により、常に情報セキュリティに関する重要性を
認識し、意識向上に努めます。

３ ･わたしたちは、情報セキュリティを維持向上させるために、継続的に点検を実施して、見直し、
改善を続けます。

資料編 11. 日本郵政グループ　情報セキュリティ宣言

日本郵政グループ（※）は、サイバーセキュリティ対
策を経営の重要課題として認識し、「日本郵政グルー
プサイバーセキュリティ経営宣言」（以下「本宣言」）を
策定しました。
本宣言のもと、深刻化・巧妙化するサイバー脅威に
対し、経営主導によるサイバーセキュリティ対策の強
化をより一層推進し、安全・安心なサービスの提供に
努めてまいります。
（※）日本郵政グループとは、日本郵政（株）、日本郵
便（株）、（株）ゆうちょ銀行、（株）かんぽ生命保険を指
します。

1.経営課題としての認識
日本郵政グループはサイバーセキュリティの重要性
を認識し、サイバー攻撃等に関するリスクを経営の重
要課題として位置づけ、経営者主導でリスク対策を推
進します。･

2.対応方針の策定と意思表明
サイバーセキュリティ対策の機能（特定・防御・検知・
対応・復旧）を環境の変化に応じ見直した上で、サイ
バーセキュリティリスク発生時からの早期回復に向け
たBCP（事業継続計画）の策定を行います。･
経営者が率先して社内外のステークホルダーに意思
表示を行うとともに、認識するリスクとそれに応じた

取組みを各種報告書に自主的に記載するなど開示に努
めます。

3.管理体制の構築
サイバー攻撃に備えて平時及び緊急時に活動を行う
対応組織を設置し、サイバー攻撃に関する監視・検知・
情報収集・分析・対応・復旧を行うとともに、定期的
な演習・訓練を実施し、サイバーセキュリティ態勢の
高度化に努めます。･
サイバーセキュリティ向上のため、経営・管理者・
従業員の各層に対して必要な教育を行います。･
委託先等関係先を含めたセキュリティ対策に努め
ます。

4.安心して利用できるシステムやサービスの継続提供
サイバーセキュリティ対策を維持・向上させるため
に、継続的に点検を実施して、改善を実施します。

5.外部機関との連携
総務省、金融庁、内閣サイバーセキュリティセンター、
情報処理推進機構、警察等の関係省庁等に適時適切な
連携を行うと共に、JPCERT/CC･等を通して積極的に
情報交換を行い、社会全体のサイバーセキュリティ対
策の向上に貢献します。

資料編 12. 日本郵政グループサイバーセキュリティ経営宣言
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（基本方針）
日本郵政グループ行動憲章においては、透明性の高
い業務運営と公正な開示を通じて、企業としての説明
責任を果たし、信頼を確保することを定めています。
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に
資するため、株主、投資家等の皆さまに対して、正確
かつ公平に、情報を開示するとともに、建設的な対話
に努め、対話を通じていただいたご要望等を経営陣が
共有します。

（情報開示の基準）
当社は、金融商品取引法その他の関係法令及び東京
証券取引所が定める有価証券上場規程等を遵守し、当
社グループに係る重要情報等を適切に管理し、開示を
迅速に行います。
また、これら法令及び規則等による情報開示にとど
まらず、当社グループに対する理解を深めていただく
ことに資すると考えられる情報を投資家説明会等を通
じて自発的に開示するよう努めます。

（社内体制の整備）
当社は、IR活動に関する社内体制の整備等を統括す
る執行役として経営企画部門担当執行役を指定の上、
各部門が有機的に連携し、適切な情報開示を行うこと
が可能となるよう社内体制の整備・充実に努めます。

また、情報開示委員会を設置し、情報開示に関する審
議等を行います。

（情報開示の方法）
当社は、金融商品取引法その他の関係法令及び東京
証券取引所が定める有価証券上場規程等に基づく開示
については、金融庁が運営する「金融商品取引法に基
づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示シ
ステム（EDINET）」、東京証券取引所が運営する「適時
開示情報伝達システム（TDnet）」、当社Webサイト等
定められた手段を通じて行います。
前記の方法により開示した情報以外の情報の開示に
ついては、当社Webサイトに掲載すること等により
行います。

（将来の見通しについて）
当社が開示する情報の中には、将来の見通しに関す
る事項が含まれていることがあります。この事項につ
いては、開示の時点において当社が入手している情報
による経営陣の判断に基づくほか、将来の予想を行う
ために一定の前提を用いており、様々なリスクや不確
定性・不確実性を含んでおります。したがって、現実
の業績の数値、結果等は、今後の事業運営や経済情勢
等の変化により、開示情報に含まれる将来の見通しと
異なる可能性があります。

資料編 13. ディスクロージャーポリシー
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